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令 和 ７ 年 ５ 月 １ 日 

足立区立梅島小学校 ほけんだより  ５月号 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 学校感染症でお休みをした場合には、出席停止となります。登校再開時に「登校許可証・

登校届」を学級担任にご提出ください。「登校許可証・登校届」は、足立区 HPや梅島小学校

HPからダウンロードできます。提出していただく書類は、医師が記入した「登校許可証」と

保護者の方が記入する「登校届」があり、感染症により異なります。ご確認ください。 

 

【医師が記入した登校許可証が必要な感染症】 
病名 出席停止期間 

麻しん（はしか） 解熱後、３日を経過するまで 

風しん（三日はしか） 発しんが消失するまで 

水痘（水ぼうそう）・帯状疱疹※① すべての発しんがかさぶたになるまで 

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 
耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現した後５日を経過し、かつ、

全身状態が良好になるまで 

インフルエンザ※② 発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日を経過するまで 

百日咳 
特有の咳が消失するまで、又は、５日間の適正な抗菌性物質製剤

による治療が終了するまで 

結核 医師の判断がでるまで（感染の恐れがないと認められていること） 

咽頭結膜熱（プール熱） 主症状が消失した後２日を経過するまで 

アデノウィルス感染症※③ 主症状が消失した後２日を経過するまで 

流行性角結膜炎（はやり目） 医師の判断がでるまで（感染の恐れがないと認められていること） 

急性出血性結膜炎 医師の判断がでるまで（感染の恐れがないと認められていること） 

腸管出血性大腸菌感染症 

（О‐１５７） 
医師の判断がでるまで（感染の恐れがないと認められていること） 

髄膜炎菌性髄膜炎 医師の判断がでるまで（感染の恐れがないと認められていること） 

※① 第２種感染症の対象ではないが、水痘に準ずる。 

※② 通常は、「インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症の登校届」（保護者が記入）を提出してくだ

さい。入院時のみ「医師が記入した登校許可証」が必要です。 

※③ 足立区医師会のご意見を基に、登校・登園・登室許可証を提出する対応となった（令和６年３月～）。 

 

【医師から登校可能と判断を受け、保護者が記入した登校届が必要な感染症】 
病名 登校のめやす 

手足口病 発熱がなく、口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく普段の食事がとれること 

溶連菌感染症 治療開始後 24時間経過し、発熱がなく、全身状態が良いこと 

伝染性紅斑（りんご病） 全身状態が良いこと 

感染性胃腸炎 発熱がなく、嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること 

ヘルパンギーナ 発熱がなく、口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく普段の食事がとれること 

マイコプラズマ肺炎 症状が改善し全身状態が良いこと 

RSウイルス感染症 症状が改善し全身状態が良いこと 

新型コロナウイルス 

感染症※ 
発症した後５日を経過し、かつ、症状が軽快した後１日を経過するまで 

※「インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症の登校届」を提出してください。 

 保護者の皆様へ  

 年度初めは多くの提出物にご協力いただき、ありがとうございました。５月    

も健康診断が続きます。治療等が必要なお子様には「定期健康診断の結果につ    

いて」を配布します。医療機関への早めの受診をよろしくお願いいたします。 

（６月の健康診断日程は、ほけんだより６月号でお知らせします。） 


